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1，子育て対策
・保育ママ事業・家庭支援スタッフ訪問事業
・病時保育、病後保育の創出と拡充
・ひとり親家庭等の対策
・高校授業料減免補助
・18 才までの医療費無料化
2，高齢化地域対策
・急傾斜地域・高齢化地域での移動困難者への補助対策
・タクシー利用補助
・福祉タクシーの利用条件緩和
・河北養護老人ホーム跡地の利用に際してカラーチップ舗装歩道設置を
☆緊急雇用創出事業基金の拡充
・非正規労働者・中高年齢者等の一時的雇用、就業の機会創出
・山間地の山腹整備（部分発注で、多業者に）
・里山保全活動団体への補助（道具などの補助）
・それとは別に荒れた山腹の間伐とその利用（彬・竹・ニセアカシア）
☆介護の問題について
・介護職員と他の業種との賃金格差を縮めるなど、処遇改善を進める。
・消防法施行令の改正に伴うスプリンクラーの取り付けなど、障害者施設等で整備促進補助を
・移動介護も手話通訳と同様に無料化すること
・ケアマネ研修やソシアルワーカーを学ぶ介護福祉労働者が介護福祉士や社会福祉士の資格取
　得支援事業と必要な代替職員の採用補助

（１） 新保育制度について

（２） 公有地の活用について

（３） 国保について

（４） 歩行者・通学路の安全対策について

《懸案事項の進捗状況について》

○四条南小学校通学路、交差点

○深野橋交差点

○泉小通学路（御供田新橋～中垣内７丁目一方
　通行）、

　古提街道（東大阪変電所西～中垣内交差点）
　の安全対策

【飛田茂議員】

【豊芦勝子議員】

（１）６月補正予算に即して
①住居表示板のやりかえ
②庁舎廊下の改修
③文化財の整理
④一過性の施策ばかりで住民要望にに応えず
⑤市民の就労実態調査の実施と施策展開

（２）生活保護の弾力的な適用

（３）新田地域の「住工混在」解消

（４）学校施設の改善

（５）旧同和行政

【古崎勉議員】
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　政府は、15兆円というかつてない規模の第

２次補正予算を編成したが、これを含めて今
日、国家財政の財源不足が深刻化しており、
政府は、これらを消費税率アップで補おうと
している。しかし景気が未だ回復の軌道に
のっていないにもかかわらず、消費税を増税
すると、国内総生産（GDP)の６割を占める個
人消費を冷え込ませ、景気回復の足をひっぱ
ることは間違いない。
　　振り返えれば、消費税導入にあたって政
府は「福祉目的」に使うと宣伝したが、事実
は全く逆行しており、福祉の切り捨てが進行
してきた。75歳以上のお年寄りを別立で差別
医療を行う後期高齢者医療制度の創設、障害
者に「自立自助」を求める自立支援法、介護
保険制度の改悪など枚挙にいとまがない。
　しかも、消費税が導入された1988年以降の
20年間で約213兆円の消費税歳入があったも
のの、同じ時期に大企業の海外法人への減税
で約186兆円がつぎ込まれており、゛庶民に
冷たく、大企業に甘い゛体質が見事に示され
ている。
　よって政府におかれては、消費税率をあげ
ることのないよう、また食料品は非課税にす
ることを強く求める。

　近年、安心して子どもを生み育てることのできる環境整備が
緊急の課題となっております。第１６９回通常国会では「現行
保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大
幅増額を求める」請願書が衆・参両院において全会派一致で採
択されています。第１６５臨時国会・１６６通常国会・１６７
臨時国会においても同様の趣旨の請願が衆・参両院において採
択されております。
　一方、保育制度改革について、２月に厚生労働省社会保障審
議会少子化対策特別部会が第一次報告をまとめました。この報
告に基づいて、児童福祉法改正の審議が始まり、来年度国会に
児童福祉法改正案を提出。２０１１年度から実施というスケジュー
ルで動いています。
　この報告書の中には、いままで市町村に課せられていた保育
実施義務をはずし、保護者と保育所との直接契約を導入し、多
様な運営主体の参入を促進するものとなっており、今後に問題
が出てくることが予測されます。昨年１０月には、東京の保育
所で企業が参入したハッピースマイルが倒産し、多くの子ども
や保護者が行き場を失いました。しかし現行の公的保育制度が
あるので行政が関わることができていますが、今後市を通さず
直接契約制度が導入されることになれば、そこへ入所していた
子どもたちの実態がつかめず、ほったらかしになる危険性が出
てきます。また、これまで保育の実施責任を担ってきた市町村
は地域の実情に応じて保育・子育て支援施策拡充のための努力
を行い、こどもや保護者にとって必要な保育水準を築き上げて
きました。しかし、直接契約を導入すれば、これまでのように
配慮の必要な子どもや家庭に対して大東市が相談を受けて市内
の公立や私立保育所にバランスよく入所できるようにしてきて
いる状況が、崩れてしまいます。
よって、地方自治法第９９条の規定により、子どもや保護者を
不安にさせるようなことのないように、現行の保育制度の堅持・
拡充で子育て支援を求めます。

現行の保育制度の堅持・拡充で子育て支援を求める意見書（案） 消費税の増税に反対する意見書（案）


